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第11章 事業段階関係地域 

本事業の実施による、条例第49条第１項の規定により知事が定めた事業段階関係地域は、図11-1に示す

範囲である。 

当該地域を管轄する特別区の名称及びその地域の町名は、表11-1に示すとおりである。 

 

表 11-1 事業段階関係地域の町名 

特別区の名称 町名 

板橋区 
板橋二丁目、大山金井町、大山東町、大山町、栄町、仲町、 

中板橋及び弥生町の区域 
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 図 11-1 事業段階関係地域 
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